
○
電
波
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
四
号
）

改

正

後

改

正

前

（
通
信
設
備
）

（
通
信
設
備
）

第
四
十
四
条

［
略
］

第
四
十
四
条

［
同
上
］

２

前
項
第
一
号
の
⑴
の
総
務
大
臣
の
指
定
は
、
次
に
掲
げ
る
区
分
ご
と
に
行
う
。

２

［
同
上
］

［
一

略
］

［
一

同
上
］

二

一
般
の
需
要
に
応
じ
た
電
気
の
供
給
に
係
る
分
電
盤
で
あ
つ
て
、
一
般
送
配
電
事
業
者
（
電
気
事
業
法
第

二

電
気
使
用
者
（
電
気
事
業
法
施
行
規
則
（
平
成
七
年
通
商
産
業
省
令
第
七
十
七
号
）
第
二
十
四
条
の
二
第

二
条
第
一
項
第
九
号
に
規
定
す
る
一
般
送
配
電
事
業
者
を
い
う
。
）
が
維
持
し
、
及
び
運
用
す
る
電
線
路
と

一
号
に
規
定
す
る
電
気
使
用
者
を
い
う
。
）
の
引
込
口
に
お
け
る
分
電
盤
か
ら
負
荷
側
に
お
い
て
二

か
ら

MHz

直
接
に
電
気
的
に
接
続
さ
れ
引
込
口
に
お
い
て
設
置
さ
れ
る
も
の
か
ら
負
荷
側
に
お
い
て
二

か
ら
三
〇

三
〇

ま
で
の
周
波
数
の
搬
送
波
に
よ
り
信
号
を
送
信
し
、
及
び
受
信
す
る
次
に
掲
げ
る
電
力
線
搬
送
通
信

MHz

MHz

MHz

ま
で
の
周
波
数
の
搬
送
波
に
よ
り
信
号
を
送
信
し
、
及
び
受
信
す
る
電
力
線
搬
送
通
信
設
備
（
以
下
「
広
帯

設
備
（
以
下
「
広
帯
域
電
力
線
搬
送
通
信
設
備
」
と
い
う
。
）

域
電
力
線
搬
送
通
信
設
備
」
と
い
う
。
）
で
あ
つ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の

⑴

屋
内
広
帯
域
電
力
線
搬
送
通
信
設
備
（
屋
内
に
お
い
て
の
み
使
用
す
る
広
帯
域
電
力
線
搬
送
通
信
設
備

⑴

屋
内
広
帯
域
電
力
線
搬
送
通
信
設
備
（
広
帯
域
電
力
線
搬
送
通
信
設
備
の
う
ち
、
屋
内
に
お
い
て
の
み

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

使
用
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

⑵

コ
ン
セ
ン
ト
（
家
屋
の
屋
外
に
面
す
る
部
分
に
設
置
さ
れ
た
コ
ン
セ
ン
ト
で
あ
つ
て
、
屋
内
電
気
配
線

⑵

⑴
以
外
の
も
の

と
直
接
に
電
気
的
に
接
続
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
に
直
接
接
続
さ
れ
る
屋
外
の
電
力
線
又
は
こ
の
電
力

線
の
状
態
と
同
様
の
電
力
線
（
屋
内
電
気
配
線
と
直
接
に
電
気
的
に
接
続
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
を
使

用
し
、
か
つ
、
屋
内
の
電
力
線
を
使
用
す
る
広
帯
域
電
力
線
搬
送
通
信
設
備

備
考

表
中
の[

]

の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。



○
無
線
局
免
許
手
続
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
五
号
）

改

正

後

改

正

前

別
表
第
六
号
高
周
波
利
用
設
備
の
許
可
申
請
書
及
び
添
付
書
類
の
様
式

（第
2
6条
関
係

）

別
表
第
六
号
高
周
波
利
用
設
備
の
許
可
申
請
書
及
び
添
附
書
類
の
様
式

（第
2
6条
関
係

）

第
１
申
請
書

第
１
申
請
書

長
高
周
波
利
用
設
備
許
可
申
請
書

高
周
波
利
用
設
備
許
可
申
請
書

年
月

日
年

月
日

（何

）総
合
通
信
局
長
殿

（注
１

）

（何

）総
合
通
信
局
長

（沖
縄
県
の
区
域
に
お
い
て
は
，

沖
縄
総
合
通
信
事
務
所
長
と
す
る

）

殿
。

申
請
者

（注
２

）住
所

（法
人
又
は
団
体
に
あ
つ
て
は
本

申
請
者

（注
１

）住
所

（法
人
又
は
団
体
に
あ
つ
て
は
本
店

辺
店
又
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在

又
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

）

地

）

氏
名

㊞

氏
名

㊞
高
周
波
利
用
設
備

（

）
（注

２

）を
設
置
い
た
し
た
い
の
で
電
波
法
第
10
0条
の
規

，

高
周
波
利
用
設
備

（

）
（注

３

）を
設
置
い
た
し
た
い
の
で
電
波
法
第
100
条
の

定
に
よ
り
別
紙
の
書
類
を
添
え
て
申
請
し
ま
す

、
。

規
定
に
よ
り
別
紙
の
書
類
を
添
え
て
申
請
し
ま
す
。

注
１
記
載
は
次
に
よ
る
こ
と

，
。

短
辺
（日

本
工
業
規
格
Ａ
列
４
番

）

⑴
氏
名
に
つ
い
て
は
自
筆
で
記
入
し
た
と
き
は

押
印
を
省
略
で
き
る

法
人
又
は
団
体
の
場

，
，

。

注
１
沖
縄
県
の
区
域
に
お
い
て
は
沖
縄
総
合
通
信
事
務
所
長
と
す
る

合
は
そ
の
商
号
又
は
名
称
並
び
に
代
表
者
の
役
職
名
及
び
氏
名
を
記
載
す
る
こ
と
と
し

代
表

、
。

，
，

２
記
載
は

次
に
よ
る
こ
と

者
が
氏
名
を
自
筆
で
記
入
し
た
と
き
は
押
印
を
省
略
で
き
る
た
だ
し
申
請
者
が
国
の
機
関

、
。

，
。

，

⑴
氏
名
に
つ
い
て
は
自
筆
で
記
入
し
た
と
き
は
押
印
を
省
略
で
き
る

法
人
又
は
団
体
の
場

地
方
公
共
団
体
法
律
に
よ
り
直
接
に
設
立
さ
れ
た
法
人
及
び
特
別
の
法
律
に
よ
り
特
別
の
設

、
、

。
，

，

合
は
そ
の
商
号
又
は
名
称
並
び
に
代
表
者
の
役
職
名
及
び
氏
名
を
記
載
す
る
こ
と
と
し
代
表

立
行
為
を
も
つ
て
設
立
さ
れ
た
法
人
の
場
合
は
代
表
者
の
氏
名
の
記
載
を
要
し
な
い

、
、

，
。

者
が
氏
名
を
自
筆
で
記
入
し
た
と
き
は

押
印
を
省
略
で
き
る
た
だ
し

申
請
者
が
国
の
機
関

⑵
代
理
人
に
よ
る
申
請
の
場
合
は
申
請
者
に
関
す
る
必
要
事
項
を
記
載
す
る
ほ
か
こ
れ
に
準

、
。

、
，

，

地
方
公
共
団
体

法
律
に
よ
り
直
接
に
設
立
さ
れ
た
法
人
及
び
特
別
の
法
律
に
よ
り
特
別
の
設

じ
て
当
該
代
理
人
に
関
す
る
必
要
事
項
を
記
載
す
る
と
と
も
に
当
該
代
理
人
の
住
所
の
郵
便
番

、
、

，

立
行
為
を
も
つ
て
設
立
さ
れ
た
法
人
の
場
合
は
代
表
者
の
氏
名
の
記
載
を
要
し
な
い

号
及
び
電
話
番
号
を
付
記
す
る
こ
と

（こ
の
場
合
に
は
申
請
者
の
押
印
は
必
要
と
し
な
い
こ
と

、
。

。

⑵
代
理
人
に
よ
る
申
請
の
場
合
は

申
請
者
に
関
す
る
必
要
事
項
を
記
載
す
る
ほ
か
こ
れ
に
準

）

、
、

。

じ
て
当
該
代
理
人
に
関
す
る
必
要
事
項
を
記
載
す
る
と
と
も
に
当
該
代
理
人
の
住
所
の
郵
便
番

２
電
力
線
搬
送
通
信
設
備
誘
導
式
通
信
設
備

誘
導
式
読
み
書
き
通
信
設
備
医
療
用
設
備
工

、
，

，
，

，

号
及
び
電
話
番
号
を
付
記
す
る
こ
と

（こ
の
場
合
に
は
申
請
者
の
押
印
は
必
要
と
し
な
い
こ
と

業
用
加
熱
設
備
又
は
各
種
設
備
の
別
を
記
載
す
る
こ
と

。
。

）

３
用
紙
は
日
本
工
業
規
格
Ａ
列
４
番
と
す
る

。
，

。

３
電
力
線
搬
送
通
信
設
備
誘
導
式
通
信
設
備
誘
導
式
読
み
書
き
通
信
設
備
医
療
用
設
備
工

４
許
可
状
そ
の
他
の
処
分
に
係
る
書
類
の
送
付
を
希
望
す
る
と
き
は

申
請
者
の
住
所
の
郵
便
番
号

、
、

、
、

，

業
用
加
熱
設
備
又
は
各
種
設
備
の
別
を
記
載
す
る
こ
と

住
所
及
び
氏
名
を
記
載
し
た
封
筒
を
申
請
書
に
添
附
す
る
こ
と
こ
の
場
合
に
お
い
て
封
筒
は

。
，

。
，

４
許
可
状
そ
の
他
の
処
分
に
係
る
書
類
の
送
付
を
希
望
す
る
と
き
は
申
請
者
の
住
所
の
郵
便
番
号

当
該
処
分
に
係
る
書
類
を
封
入
し
得
る
も
の
と
す
る

、
。

住
所
及
び
氏
名
を
記
載
し

送
付
に
要
す
る
郵
便
切
手
等
を
貼
付
し
た
返
信
用
封
筒
を
申
請
書
に

、
、

添
付
す
る
こ
と
こ
の
場
合
に
お
い
て
封
筒
は
当
該
書
類
を
封
入
し
得
る
も
の
と
す
る

。
、

。

第
２

添
付
書
類

（設
備
規
則
第
60条
第
２
号
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
電
力
線
搬
送
通
信
設
備
の
場
合
を
除

第
２

［同
左

］



く

）

。

［略

］

［同
左

］

［注
１
・
２
略

］

［注
１
・
２
同
左

］

３
各
欄
の
記
載
は
次
の
と
お
り
と
す
る
こ
と

３

［同
左

］

、
。

区
別

記
載
す
る
欄

備
考

［同
左

］

［同
左

］

［同
左

］

１
電
力
線
⑴
新
設
許
可
の
申
請

（

１
の
⑴
⑵

⑶
⑷

⑻

［
（注

１

）

（

１

［同
左
⑴

［同
左

］

１
の
⑴
⑵
⑶
⑷

⑻

［
（注

１

）

（注
、

、
、

、
、

～
，

，
，

，
，

～

搬
送
通
信

法
第
10
0条
第
１
項
の
許
⑼

⑽
⑾

（注
１

）

⑿
注
３

）

略

］

］

⑼
⑽

⑾

（注
１

）

⑿
３

）

同
左

］

、
、

、
、

，
，

，
，

設
備
誘

可
の
申
請
を
い
う
以

⒁
及
び
⒂
３
か
ら
８
ま
で
並

（注
４

）

設
備

⒁
及
び
⒂
並
び
に
３
か
ら
９
ま

［新
設

］

、
。

、

導
式
通
信

下
こ
の
表
に
お
い
て
同
び
に
９

（注
１

）

規
則
第
6

で

（注
１

）

設
備
又
は

じ

）の
場
合

5条
第
１

。

誘
導
式
読

項
第
１

み
書
き
通
⑵

変
更
の
許
可
の
申
請
１
の
⑴

（注
２

）

⑵

（注
２

号
及
び

⑵

［同
左

］

１
の
⑴

（注
２

）

⑵

（注
２

、
，

信
設
備

（

又
は
届
出

（法
第
10
0条

）
⑶

（注
２

）

⑷

（注
２

第
３
号

）

⑶

（注
２

）

⑷

（注
２

、
、

，
，

以
下
こ
の

第
５
項
に
お
い
て
準
用

）

⑻
（注

２

）

⑼

（注
２

の
設
備

）

⑻

（注
２

）

⑼

（注
２

、
、

，
，

様
式
に
お

す
る
法
第
17
条
の
許
可

）

⑽
（注

２

）

⑾

（注
２

で
あ
つ

）

⑽

（注
２

）

⑾

（注
２

、
、

，
，

い
て

「通
又
は
届
出
を
い
う
以

）

⑿

（注
２

）
⒁

（注
２

て
40
0

）

⑿

（注
２

）

⒁

（注
２

。
、

、
、

，
，

信
設
備

」

下
こ
の
表
に
お
い
て
同

）及
び
⒂

（注
２

）
３

４
M
Hzを
超

）及
び
⒂

（注
２

）

３
４

、
、

，
，

と
い
う

じ

）の
場
合

５
６

（注
３

）

７

（注
え
る
周

５
６

（注
３

）

７

（注
。

。
、

、
、

，
，

，

）

３

）

８

（注
３

）

９
（注

波
数
で

３

）

８

（注
３

）

９

（注
、

、
，

，

３

）

10並
び
に
1
1

動
作
す

３

）

10
並
び
に
1
1

、
，

る
も
の

２
医
療
用
⑴

新
設
許
可
の
申
請
の
１
の
⑴
⑵
⑶

⑷
⑸

の
場
合

２

［同
左
⑴

［同
左

］

１
の
⑴

⑵
⑶
⑷

⑸
、

、
、

、
、

，
，

，
，

，

設
備
工

場
合

⑹
⑺

⑻
⑼

⑽
⑿

に
限
る

］

⑹
⑺
⑻
⑼

⑽
⑿

、
、

、
、

、
、

、
，

，
，

，
，

，

業
用
加
熱

⒀
⒁

⒂
⒃
⒄

⒅
⒀
⒁

⒂
⒃
⒄
⒅

、
、

、
、

、
。

，
，

，
，

，

設
備
又
は

（注
４

）及
び
⒆

（注
５

）並

（注
５

）

設
備

及
び
⒆
並
び
に
２
か
ら
８
ま
で

［新
設

］

各
種
設
備

び
に
２
か
ら
８
ま
で

規
則
第
6

5条
第
１

⑵
変
更
の
許
可
の
申
請

１
の
⑴

（注
２

）

⑵

（注
２

項
第
１

⑵

［同
左

］

１
の
⑴

（注
２

）

⑵

（注
２

、
，

又
は
届
出
の
場
合

）

⑶

（注
２

）

⑷

（注
２

号
の
設

）

⑶

（注
２

）

⑷

（注
２

、
、

，
，

）

⑸

（注
２

）

⑹

（注
２

備
で
あ

）

⑸

（注
２

）

⑹

（注
２

、
、

，
，

）

⑺

（注
２

）

⑻

（注
２

つ
て

4

）

⑺

（注
２

）

⑻

（注
２

、
、

、
，

，

）

⑼

（注
２

）

⑽

（注
２

0
0MH

zを

）

⑼

（注
２

）

⑽

（注
、

、
，

，

）

⑿

（注
２

）

⒀

（注
２

超
え
る

２

）

⑿

（注
２

）

⒀

（注
、

、
，

，

）

⒁

（注
２

）

⒂

（注
２

周
波
数

２

）

⒁

（注
２

）

⒂

（注
、

、
，

，

）

⒃

（注
２

）

⒄

（注
２

で
動
作

２

）

⒃

（注
２

）

⒄

（注
、

、
，

，

）

⒅

（注
２

）及
び

（注
４

す
る
も

２

）

⒅

（注
２

）及
び
⒆

（

、
，



）並
び
に
⒆

（注
２

）及
び

（

の
の
場

注
２

）

２

（注
２

）

３
，

，
，

注
５

）

２

（注
２

）

３
合
に
限

４
５

６

（注
３

）

７

（

、
、

、
，

，
，

４
５
６

（注
３

）

７

（

る
注
３

）

８

（注
３

）

1
0並

、
、

、
。

，
，

注
３

）

８

（注
３

）

10並
び
に
11

、
、

び
に
1
1

［４
10
略

］

［４
10
同
左

］

～
～

き
よ
う

11
１
の
⑹
の
欄
は
高
周
波
発
生
装
置
の
筐
体
内
に
収
め
ら
れ
て
い
る
電
源
ろ
波
器
の
有
無
を
記
載
す

11
１
の
⑹
の
欄
は
高
周
波
発
生
装
置
の
き
よ
う
体
内
に
収
め
ら
れ
て
い
る
電
源
ろ
波
器
の
有
無
を
記

、
、

る
こ
と
こ
の
場
合
に
お
い
て
２
以
上
の
装
置
を
有
す
る
場
合
に
は
次
の
よ
う
に
記
載
す
る
こ
と

載
す
る
こ
と
こ
の
場
合
に
お
い
て
２
以
上
の
装
置
を
有
す
る
場
合
に
は
次
の
よ
う
に
記
載
す
る

。
、

、
。

。
、

、

こ
と
。

［略

］

［同
左

］

［12

・1
3
略

］

［1
2

・13
同
左

］

1
4
１
の
⑿
の
欄
は
送
信
装
置
又
は
高
周
波
発
生
装
置
の
筐
体
外
に
設
け
ら
れ
る
電
源
ろ
波
器
の
有
無

1
4
１
の
⑿
の
欄
は
送
信
装
置
又
は
高
周
波
発
生
装
置
の
き
よ
う
体
外
に
設
け
ら
れ
る
電
源
ろ
波
器
の

、
、

を
記
載
す
る
こ
と
こ
の
場
合
に
お
い
て
２
以
上
の
装
置
に
共
用
さ
れ
る
場
合
は
そ
の
旨
を
記
載

有
無
を
記
載
す
る
こ
と

こ
の
場
合
に
お
い
て
２
以
上
の
装
置
に
共
用
さ
れ
る
場
合
は

そ
の
旨
を

。
、

、
。

、
、

す
る
こ
と

記
載
す
る
こ
と

。
。

［略

］

［同
左

］

［15
32
略

］

［15
32
同
左

］

～
～

第
３
添
付
書
類

（設
備
規
則
第
60
条
第
２
号
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
電
力
線
搬
送
通
信
設
備
の
場
合
に
限

第
３

［同
左

］

る

）

。

申
請
書

申
請
書

高
周
波
利
用
設
備

（注
１

）の
添
付
書
類

（

設
備
分

）
（注

２
）

※
整
理

高
周
波
利
用
設
備

（注
１

）の
添
付
書
類

（

設
備
分

）
（注

２

）

※
整
理

届
書

届
書

番
号

番
号

（設
備
の
別

）

⑴
使
用
周
波
数

⑵
製
造
者
名

⑶
型
式
又
は
⑷
製
造
番
号

（設
備
の
別

）

⑴
使
用
周
波
数

⑵
製
造
者
名
⑶
型
式
又
は

⑷
製
造
番
号

１
名
称

名
称

長
工事

⑸
設
備
の
区
分

⑹
電
力
線
へ
の
伝
導
妨
害
波
⑺
電
力
線
へ
の
伝
導
妨
害

⑸
設
備
の
区
分

⑹
電
力
線
へ
の
伝
導
妨
害
波
⑺

電
力
線
へ
の
伝
導
妨
害

の
電
流

波
の
電
圧

１
の
電
流

波
の
電
圧

辺
設

□
施
行
規
則
第
4
4条
第
２
項

工

計
第
２
号
の
⑴
に
規
定
す
る
設

□
施
行
規
則
第
4
4条
第
２
項

事

第
２
号
の
⑵
に
規
定
す
る
設

備
設



計

⑻
通
信
線
又
は
そ
れ
に
相
当
⑼
放
射
妨
害
波
の
電
界
強
度
⑽

他
の
広
帯
域
電
力
線
搬

⑻
通
信
線
又
は
そ
れ
に
相
当

⑼
放
射
妨
害
波
の
電
界
強
度
⑽

そ
の
他
の
工
事
設
計

す
る
部
分
へ
の
伝
導
妨
害
波

送
通
信
設
備

（同
一
の
者

す
る
部
分
へ
の
伝
導
妨
害
波

の
電
流

が
占
有
す
る
連
続
し
た
敷

の
電
流

地
内
に
設
置
さ
れ
た
も
の

を
除
く

）と
の
通
信

。

□
有

□
無

⑾
屋
外
の
電
力
線

（コ
ン
セ
⑿
電
力
線
の
片
線
の
接
地

⒀
電
力
線
等
へ
の
分
岐
線

２
参
考
事
項

ン
ト
に
直
接
接
続
さ
れ
る
電

の
直
列
接
続
又
は
電
力
線

力
線
及
び
こ
の
電
力
線
の
状

等
の
片
線
の
み
へ
の
ス
イ

ふ
り
が
な

態
と
同
様
の
電
力
線
を
除

ッ
チ
若
し
く
は
負
荷
の
接

く

）の
使
用

続
３
氏
名
又
は
名
称

。□
有

□
無

□
有

□
無

□
有

□
無

ふ
り
が
な

⒁
そ
の
他
の
工
事
設
計

４
住

所

ふ
り
が
な

２
参
考
事
項

５
設
置
場
所

フ
リ
ガ
ナ

６
許
可
の
番
号

７
許
可
の
年
月
日

３
氏
名
又
は
名
称

※
備

考

４
住

所

短
辺

（日
本
工
業
規
格
Ａ
列
４
番

）

５
設
置
場
所

６
許
可
の
番
号

７
許
可
の
年
月
日

※
備

考

短
辺

（日
本
工
業
規
格
Ａ
列
４
番

）



［注
１
５

略

］

［注
１
５

同
左

］

～
～

６
１
の
⑸
か
ら
⑼
ま
で
の
欄
の
記
載
は

次
に
よ
る
こ
と

６

［同
左

］

、
。

⑴
１
の
⑸
の
欄
は
申
請
に
係
る
設
備
に
関
し
て

施
行
規
則
第
44
条
第
２
項
第
２
号
の
⑴
に
規
定

⑴
１
の
⑸
の
欄
は
屋
内
広
帯
域
電
力
線
搬
送
通
信
設
備

（施
行
規
則
第
44
条
第
２
項
第
２
号
の
⑴

、
、

、

す
る
設
備
又
は
同
号
の
⑵
に
規
定
す
る
設
備
の
場
合
は
該
当
す
る
事
項
に
レ
印
を
付
け
る
こ
と

に
規
定
す
る
屋
内
広
帯
域
電
力
線
搬
送
通
信
設
備
を
い
う

）の
場
合
は
屋
内
広
帯
域
と

そ
、

。
。

「
」

、

れ
以
外
の
場
合
は
一
般
広
帯
域
と
記
載
す
る
こ
と

「
」

。
［⑵

⑹
略

］

［⑵
⑹
同
左

］

～
～

７
１
の
⑽
か
ら
⒀
ま
で
の
欄
の
記
載
は
次
に
よ
る
こ
と
た
だ
し
屋
内
広
帯
域
電
力
線
搬
送
通
信

［新
設

］

、
。

、

設
備

（施
行
規
則
第
4
4条
第
２
項
第
２
号
の
⑴
に
規
定
す
る
屋
内
広
帯
域
電
力
線
搬
送
通
信
設
備
を
い

う

）の
場
合
は
記
載
を
要
し
な
い

。
。

⑴
１
の
⑽
の
欄
の
□
に
は

申
請
に
係
る
設
備
と
他
の
広
帯
域
電
力
線
搬
送
通
信
設
備

（同
一
の
者

、

が
占
有
す
る
連
続
し
た
敷
地
内
に
設
置
さ
れ
た
も
の
を
除
く

）と
の
通
信
の
有
無
に
つ
い
て
該

。
、

当
す
る
事
項
に
レ
印
を
付
け
る
こ
と
。

⑵
１
の
⑾
の
欄
の
□
に
は

申
請
に
係
る
設
備
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
屋
外
の
電
力
線

（施
行
規
則

、

第
4
4条
第
２
項
第
２
号
の
⑵
に
規
定
す
る
コ
ン
セ
ン
ト
に
直
接
接
続
さ
れ
る
電
力
線
及
び
こ
の
電
力

線
の
状
態
と
同
様
の
電
力
線

（屋
内
電
気
配
線
と
直
接
に
電
気
的
に
接
続
さ
れ
た
も
の
に
限
る

）

。

を
除
く

）の
有
無
に
つ
い
て
該
当
す
る
事
項
に
レ
印
を
付
け
る
こ
と

。
、

。

⑶
１
の
⑿
の
欄
の
□
に
は
申
請
に
係
る
設
備
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
電
力
線
の
状
態
に
関
し
て

、
、

片
線
の
接
地
の
有
無
に
つ
い
て
該
当
す
る
事
項
に
レ
印
を
付
け
る
こ
と

、
。

⑷
１
の
⒀
の
欄
の
□
に
は

申
請
に
係
る
設
備
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
屋
外
の
電
力
線
又
は
そ
の
分

、

岐
線
の
状
態
に
関
し
て
屋
外
の
電
力
線
若
し
く
は
そ
の
分
岐
線
に
他
の
分
岐
線
が
直
列
に
接
続
さ

、

れ
て
い
る
状
態
又
は
屋
外
の
電
力
線
の
片
線
若
し
く
は
そ
の
分
岐
線
の
片
線
の
み
に
ス
イ
ッ
チ
若
し

く
は
負
荷
が
接
続
さ
れ
て
い
る
状
態
の
有
無
に
つ
い
て
該
当
す
る
事
項
に
レ
印
を
付
け
る
こ
と

、
。

８
１
の
⒁
の
欄
は
１
の
⑴
か
ら
⒀
ま
で
の
欄
の
記
載
事
項
以
外
の
工
事
設
計
に
つ
い
て

電
波
法

７
１
の
⑽
の
欄
は
１
の
⑴
か
ら
⑼
ま
で
の
欄
の
記
載
事
項
以
外
の
工
事
設
計
に
つ
い
て

電
波
法

、
、
「

、
、
「

第
10
0条
第
５
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
28
条
第
30
条
及
び
第
38条
に
規
定
す
る
条
件
に
合
致

第
10
0条
第
５
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
28
条
第
30
条
及
び
第
38条
に
規
定
す
る
条
件
に
合
致

、
、

し
て
い
る

旨
を
記
載
す
る
こ
と

し
て
い
る

旨
を
記
載
す
る
こ
と

。
」

。
。
」

。

９
13

［略

］

８
12

［同
左

］

～
～

14
変
更
の
許
可
の
申
請
又
は
届
出
の
場
合
は
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

（い
ず
れ
も
変
更
が
あ
つ
た

13
変
更
の
許
可
の
申
請
又
は
届
出
の
場
合
は
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

（い
ず
れ
も
変
更
が
あ
つ
た

、
、

場
合
は
そ
の
変
更
後
の
も
の

）を
記
載
す
る
ほ
か
変
更
後
の
事
項
を
記
載
す
る
こ
と

（１
の
⑴
か

場
合
は
そ
の
変
更
後
の
も
の

）を
記
載
す
る
ほ
か
変
更
後
の
事
項
を
記
載
す
る
こ
と

（１
の
⑴
か

、
、

、
、

ら
⒀
ま
で
に
変
更
が
あ
つ
た
場
合
は
１
の
⒁
の
欄
も
記
載
す
る
こ
と

）

ら
⑼
ま
で
に
変
更
が
あ
つ
た
場
合
は
１
の
⑽
の
欄
も
記
載
す
る
こ
と

）

、
。

、
。

。

15

［略

］

14

［同
左

］

1
6

［略

］

1
5

［同
左

］

備
考

表
中
の[

]

の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
下
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
下
線
は
注
記
で
あ
る
。



○
平
成
十
四
年
総
務
省
告
示
第
五
百
四
十
四
号
（
高
周
波
利
用
設
備
の
型
式
に
つ
い
て
の
指
定
の
申
請
書
及
び
添
付
書
類
の
様
式
等
を
定
め
る
件
）

改

正

後

改

正

前

第
２
添
付
書
類
の
様
式

第
２
添
付
書
類
の
様
式

［１
略

］

［１
同
左

］

２
広
帯
域
電
力
線
搬
送
通
信
設
備
の
場
合

２
広
帯
域
電
力
線
搬
送
通
信
設
備
の
場
合

整
理
番
号

整
理

番
号

設
計

書
設

計
書

指
定
番
号

指
定
番
号

１
型
式
名

２
製
造
業
者
名

１
型
式
名

２
製
造
業
者
名

□
施
行
規
則
第

44
条
第
２
項
第
２
号
の
⑴
に
規
定
す
る
設
備

３
設
備
の
区
分

３
設
備
の
区
分
□
屋
内
広
帯
域
電
力
線
搬
送
通
信
設
備
□
そ
れ
以
外

長
□
施
行
規
則
第

44
条
第
２
項
第
２
号
の
⑵
に
規
定
す
る
設
備

長

４
搬
送
波
の
周
波
数
又
は
拡
散
範
囲

４
搬
送
波
の
周
波
数
又
は
拡
散
範
囲

５
電
力
線
へ
の
伝
導
妨
害
波
の
電
流

５
電
力
線
へ
の
伝
導
妨
害
波
の
電
流

６
電
力
線
へ
の
伝
導
妨
害
波
の
電
圧

６
電
力
線
へ
の
伝
導
妨
害
波
の
電
圧

７
通
信
線
又
は
そ
れ
に
相
当
す
る
部
分
へ

７
通
信
線
又
は
そ
れ
に
相
当
す
る
部
分
へ

の
伝
導
妨
害
波
の
電
流

の
伝
導
妨
害
波
の
電
流

辺
辺

８
放
射
妨
害
波
の
電
界
強
度

８
放
射
妨
害
波
の
電
界
強
度

(1)
外
観
を
示
す
図
及
び
写
真

(2
)
接
続
図

(1)
外
観
を
示
す
図
及
び
写
真

(2)
接
続
図

９
添
付
図
面
等

９
添
付
図
面
等

(3)
取
扱
説
明
書

(3)
取
扱
説
明
書

10
参
考
事
項

10
参
考
事
項

11
製
造
番
号

11
製
造
番
号

試
験
成
績
表

試
験
成
績
表

12
製
造
年
月
日

12
製
造
年
月
日



13
搬
送
波
の
周
波
数
又
は
拡
散
範
囲

13
搬
送
波
の
周
波
数
又
は
拡
散
範
囲

14
電
力
線
へ
の
伝
導
妨
害
波
の
電
流

14
電
力
線
へ
の
伝
導
妨
害
波
の
電
流

15
電
力
線
へ
の
伝
導
妨
害
波
の
電
圧

15
電
力
線
へ
の
伝
導
妨
害
波
の
電
圧

16
通
信
線
又
は
そ
れ
に
相
当
す
る
部
分
へ

16
通
信
線
又
は
そ
れ
に
相
当
す
る
部
分
へ

の
伝
導
妨
害
波
の
電
流

の
伝
導
妨
害
波
の
電
流

17
放
射
妨
害
波
の
電
界
強
度

17
放
射
妨
害
波
の
電
界
強
度

18
測
定
条
件
等

18
測
定
条
件
等

短
辺

（日
本
工
業
規
格
Ａ
列
４
番
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］
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 高周波利用設備許可関係審査基準（平成１３年総務省訓令第７７号） 
 

改     正     後 改     正     前 
（用語の定義） 

第２条 この審査基準において、次の各号に掲げ

る用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

［⑴～⑷ 略］ 

⑸ 電力線搬送通信設備 施行規則第 44条第

１項第１号に規定する電力線搬送通信設備

をいう。 

⑹ ［略］ 

⑺ ［略］ 

⑻ 広帯域電力線搬送通信設備 施行規則第

44 条第２項第２号に規定する広帯域電力線

搬送通信設備をいう。 

⑼ 屋内広帯域電力線搬送通信設備 施行規

則第 44条第２項第２号の⑴に規定する屋内

広帯域電力線搬送通信設備をいう。 

⑽ ［略］ 

 

 （通信設備関係） 

第４条 法第 100 条第１項第１号の設備は、次の

各号に適合するものであること。 

［⑴ 略］ 

⑵ 送信装置は、次の条件に適合するもので

あること。 

［ア 略］ 

イ 周波数等は、次のとおりであること。 

(ｱ) 電力線搬送通信設備又は誘導式通

信設備の周波数等は、設備規則第 59 条

の規定に適合するものであり、かつ、

既設の通信設備との間に相互に混信の

おそれがないものであること。 

［(ｲ)～(ｷ) 略］ 

［⑶～⑸ 略］ 

⑹ 屋内広帯域電力線搬送通信設備以外の広

帯域電力線搬送通信設備は、別紙１に定め

る条件に適合するものであること。 

⑺ 実験用電力線搬送通信設備については、

免許規則別表第６号第２注 23(2)に定める

項目全てが、実験に係る計画書に記載され

ており、かつ、次の項目が設備規則第 64条

の２の規定に照らして適切と認められるも

のであること。 

［ア～エ 略］ 

 

（通信設備以外の設備関係） 

第５条 法第 100条第１項第２号の設備は、次の

各号に適合するものであること。 

（用語の定義） 

第２条 ［同左］ 

 

 

［⑴～⑷ 同左］ 

［新設］ 

 

 

⑸ ［同左］ 

⑹ ［同左］ 

［新設］ 

 

 

［新設］ 

 

 

⑺ ［略］ 

 

（通信設備関係） 

第４条 ［同左］ 

 

［⑴ 同左］ 

⑵ ［同左］ 

 

［ア 同左］ 

イ ［同左］ 

(ｱ) 電力線搬送通信設備又は誘導式通

信設備の周波数は、設備規則第 59条の

規定に適合するものであり、かつ、既

設の通信設備との間に相互に混信のお

それがないものであること。 

［(ｲ)～(ｷ) 同左］ 

［⑶～⑸ 同左］ 

［新設］ 

 

 

⑹ 実験用電力線搬送通信設備については、

免許規則別表第６号第２注 19(2)に定める

項目全てが、実験に係る計画書に記載され

ており、かつ、次の項目が設備規則第 64条

の２の規定に照らして適切と認められるも

のであること。 

［ア～エ 同左］ 

 

（通信設備以外の設備関係） 

第５条 ［同左］ 

 



［⑴～⑹ 略］ 

⑺ 実験用各種設備については、免許規則別

表第６号第２注 23(2)に定める項目全てが、

実験に係る計画書に記載されており、かつ、

次の項目が設備規則第 66条の規定に照らし

て適切と認められるものであること。 

［ア～エ 略］ 

 

別紙（第４条関係） 屋内広帯域電力線搬送通信

設備以外の広帯域電力線搬送通信設備の審査

基準 

１ 同一の者が占有する連続した敷地内の他

の広帯域電力線搬送通信設備と通信するも

のであること。 

２ 次に掲げる条件に適合するものであるこ

と。 

⑴ コンセント（家屋の屋外に面する部分

に設置されたコンセントであって、屋内

電気配線と直接に電気的に接続されたも

のに限る。）に直接接続される屋外の電力

線又はこの電力線の状態と同様の電力線

（屋内電気配線と直接に電気的に接続さ

れたものに限る。）を使用し、かつ、屋内

の電力線を使用するものであること。 

⑵ 電力線の片線が接地されていないこ

と。 

⑶ 屋外の電力線又はその分岐線に他の分

岐線が直列に接続されていないこと、か

つ、屋外の電力線の片線又はその分岐線

の片線のみにスイッチ又は負荷が接続さ

れていないこと。 

［⑴～⑹ 同左］ 

⑺ 実験用各種設備については、免許規則別

表第６号第２注 19(2)に定める項目全てが、

実験に係る計画書に記載されており、次の

項目が設備規則第 66条の規定に照らして適

切と認められるものであること。 

［ア～エ 同左］ 

 

［新設］ 
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